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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月24日(2010.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（１）で表されるナフタロシアニン誘導体からなることを特徴とする有機半
導体材料。
一般式（１）

【化１】

（式中、ＭはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎのいずれかであり、Ｒ１～Ｒ３は水素原子以外の置換基を
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表す。ただし、Ｒ１～Ｒ３の全てが同一の直鎖アルキル基になることはない。Ｒ４～Ｒ２

７はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表す。）
【請求項２】
　Ｒ１～Ｒ３のうち少なくとも一つが分岐アルキル基、アルコキシ基、芳香族炭化水素基
、芳香族へテロ環基のいずれかであることを特徴とする請求項１に記載の有機半導体材料
。
【請求項３】
　Ｒ１～Ｒ３の３つの置換基が、異なる２種類以上から選ばれることを特徴とする請求項
１または２に記載の有機半導体材料。
【請求項４】
　Ｍ＝Ｓｉであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の有機半導体材料。
【請求項５】
　Ｒ４～Ｒ２７が全て水素原子であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
有機半導体材料。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の有機半導体材料を少なくとも１種含むことを特徴とす
る膜。
【請求項７】
　前記膜が真空蒸着法により成膜されたことを特徴とする請求項６に記載の膜。
【請求項８】
　前記膜が溶液塗布法により成膜されたことを特徴とする請求項６に記載の膜。
【請求項９】
　請求項１～５のいずれかに記載の有機半導体材料を用いたことを特徴とする有機電子デ
バイス。
【請求項１０】
　前記有機電子デバイスが有機トランジスタであることを特徴とする請求項９に記載の有
機電子デバイス。
【請求項１１】
　前記有機電子デバイスが有機光電変換素子であることを特徴とする請求項９に記載の有
機電子デバイス。
【請求項１２】
　請求項１～５のいずれかに記載のナフタロシアニン誘導体を含むことを特徴とする赤外
色素組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（式中、ＭはＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎのいずれかであり、Ｒ１～Ｒ３は水素原子以外の置換基を
表す。ただし、Ｒ１～Ｒ３の全てが同一の直鎖アルキル基になることはない。Ｒ４～Ｒ２

７はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表す。）
（２）、Ｒ１～Ｒ３のうち少なくとも一つが分岐アルキル基、アルコキシ基、芳香族炭化
水素基、芳香族へテロ環基のいずれかであることを特徴とする（１）に記載の有機半導体
材料。
（３）、Ｒ１～Ｒ３の３つの置換基が、異なる２種類以上から選ばれることを特徴とする
（１）または（２）に記載の有機半導体材料。
（４）、Ｍ＝Ｓｉであることを特徴とする（１）～（３）のいずれかに記載の有機半導体
材料。
（５）、Ｒ４～Ｒ２７が全て水素原子であることを特徴とする（１）～（４）のいずれか
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に記載の有機半導体材料。
（６）、（１）～（５）のいずれかに記載の有機半導体材料を少なくとも１種含むことを
特徴とする膜。
（７）、前記膜が真空蒸着法により成膜されたことを特徴とする（６）に記載の膜。
（８）、前記膜が溶液塗布法により成膜されたことを特徴とする（６）に記載の膜。
（９）、（１）～（５）のいずれかに記載の有機半導体材料を用いたことを特徴とする有
機電子デバイス。
（１０）、前記有機電子デバイスが有機トランジスタであることを特徴とする（９）に記
載の有機電子デバイス。
（１１）、前記有機電子デバイスが有機光電変換素子であることを特徴とする（９）に記
載の有機電子デバイス。
（１２）、（１）～（５）のいずれかに記載のナフタロシアニン誘導体を含むことを特徴
とする赤外色素組成物。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　光電変換素子を固体撮像素子用途で用いる場合には、電極層２２と電極層２４の間にバ
イアス電圧が印加される。このバイアス電圧は、光電変換膜２３で発生した電荷のうち、
電子が一方の電極に移動し、正孔が他方の電極に移動するように、その極性が決められて
いる。バイアス電圧は、その値を下部電極と上部電極間の距離で割った値が、１．０×１
０４Ｖ／ｃｍ～１．０×１０７Ｖ／ｃｍの間となるようにすることが好ましく、さらに好
ましくは１．０×１０４Ｖ／ｃｍ～１．０×１０６Ｖ／ｃｍの間である。このバイアス電
圧により、電極に電荷を効率的に移動させ、この電荷に応じた信号を外部に取り出すこと
が可能となっている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
　シリコンジヒドロキシナフタロシアニン（１．０ｇ、１．２９ｍｍｏｌ）、クロロトリ
イソブチルシラン（４．４ｍＬ）、トリブチルアミン（４．０ｍＬ）、およびβ－ピコリ
ン（１４０ｍＬ）を混合し、窒素雰囲気下で２時間加熱還流した。反応溶液を室温まで冷
却した後、水（１００ｍＬ）／エタノール（１００ｍＬ）混合溶媒に投入すると緑色粉末
が析出した。エタノールでよく洗浄した後、カラムクロマトグラフィー（ＮＨシリカ、展
開溶媒トルエン）により原点成分を取り除き、トルエンから再結晶することで、金属光沢
のある緑色結晶として化合物２（０．８２ｇ、収率５４％）を得た。ＨＰＬＣ測定により
、得られた化合物２の純度が９９％以上であることを確認した。
１Ｈ　ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，４００ＭＨｚ）δ＝１０．１２（ｓ，８Ｈ），８．６８（ｄ
ｄ，８Ｈ），７．９３（ｄｄ，８Ｈ），－０．４０（ｄ，３６Ｈ），－０．４９～－０．
６０（ｍ，６Ｈ），－２．００ｐｐｍ（ｄ，１２Ｈ）。
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